
令和５年度東海村立東海南中学校いじめ防止基本方針 

東海村立東海南中学校 

はじめに 

本校では、いじめの問題の克服に向けて、「いじめ防止対策推進法」（以下「法」という。）第１３

条の規定に基づき、また、「いじめの防止等のための基本的な方針」と「茨城県いじめ防止方針」（以

下「県の基本方針」という。）を参酌し、いじめの防止等をするため「茨城県那珂郡東海村立東海南中

学校いじめ防止基本方針（以下「東海南中学校の基本方針」という。）を策定いたしました。 

いじめは「どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである」との認識に立ち、人間として絶

対に許されない行為であり、いじめられた生徒の心身の健全な成長・人格の形成に重大な影響を与える

のみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。 

学校は全ての生徒にとって、安心して楽しく学び生き生きと活動できる場であることが大切です。学

校はいじめの問題の解決について大きな責任を有しており、生徒の夢実現に向けて様々な活動に自律的

に取り組むことができるよう「子どもの立場に立った学校運営」及び「開かれた学校」を基本姿勢とし

て学校運営の改善を図る必要があります。 

今後、この「東海南中学校の基本方針」に基づき、学校、地域住民、家庭、その他関係者と協力して、

いじめの防止等に真剣に取り組んでまいりますので、本校に関係する皆様にご理解とご協力をお願いす

る次第です。 

 

１ いじめの防止等のための対策に関する基本的な考え方 

 (１)基本理念 

      いじめは全ての生徒に関係する問題であり、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護すること

が特に重要である。したがって、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、

学校の内外を問わずいじめが行われないようにするとともに、全ての生徒がいじめを行わないよう

に、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするた

め、いじめを決して許さない意識を育む。また、関係機関・関係者の連携の下、いじめの問題の克

服に向けての対策を講じる。 

 

 (２)「いじめ」の定義 

      「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を

感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法第２条１項より） 

 

 (３)教職員の認識すべき事項 

   いじめの防止等のために、以下の点を全職員が認識して取り組む。 

   ア いじめはどの子どもにも起こりうる、またいじめはどの子どもも被害者にも加害者にもなり

得るため、日常的に生徒の行動を把握する。 

   イ いじめの未然防止には、生徒が主体的に参加できるような授業づくりや集団づくり、学校づ

くりを行う。 



   ウ いじめは周囲が気づきにくい形で行われることが多いため、早期発見には、ささいな兆候

であっても、これを見逃さず、いじめではないかとの考えをもって、積極的に認知する。 

   エ いじめの報告を受けた場合、特定の教職員で抱え込まず、組織的に被害生徒を守り、加害生

徒に毅然とした態度で指導をする。 

   オ いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であることから、関係

機関、関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向けて社会全体で取り組むようにする。 

 

 (４)目標 

   いじめの防止等の取組については、以下の取組の徹底を図ることを本校の目標とする。 

  ア 未然防止への取組の徹底 

  イ 早期発見への取組の徹底 

  ウ 早期解消への取組の徹底 

   エ 関係機関との連携の徹底 

   オ 教職員研修の充実の徹底 

 

２ いじめ防止等に取り組む組織 

  効果的にいじめ防止等に関する対策を行うため、いじめ防止対策委員会を設置する。この組織は、

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、いじめ問題解消支援教員、学年主任、養護教諭、スクールカ

ウンセラーにより構成する。必要によって、学級担任や各学年生徒指導担当者などが加わるものとす

る。この組織は、生徒指導主事を代表とし、全教職員でいじめ防止等の共通理解を図り、学校全体で

いじめ対策を行う上での中核となる役割を担う。  

  時間割の中に生徒指導部員会の時間を設け、週に１回程度、情報交換や諸問題の対策等について話

し合うこととする。 

 

３ いじめの防止等のための基本施策 

 (１)未然防止 

    ア 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止

に欠かせないことを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図る。 

  イ 生徒一人一人を大切にした指導を展開し、主体的に参加できる学習活動や受容的な雰囲気と規

律を大切にした教育環境を整備する。 

  ウ 生徒が、いじめを自分たちの問題としてとらえた主体的な話し合い活動をとおして、人権意識

の高揚を図ることができるように支援する。 

  エ インターネットを通じて行われるいじめを防止し、また効果的に対処することができるよう、

必要な啓発を行う。 

  オ 生徒、保護者、及び教職員に対していじめを防止することの重要性に関する理解を深めるため

の啓発等を行う。 

  カ 生徒会、部長会と連携して「いじめ防止フォーラム」を実施し、生徒主体での啓発を行う。 

 

 (２)早期発見 

  ア 日常的に生徒の様子や行動を観察しつつ、教師と生徒との信頼関係を築くとともに、保護者



と連携を図りながら、変化を把握するように努める。 

  イ いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対し、学校生活アンケートを隔週で実施し、個

別に教育相談を行う。また学期に 1回、質問票を使用し、実態調査を行う。生徒との面談（３学

期及び随時）等による定期的な調査その他の必要な措置を講じ、情報を全職員で共有する。 

  ウ 生徒及びその保護者、その他関係者がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。 

  エ 毎年６月、11月及び２月をいじめ防止月間と定め、いじめ防止に対する意識啓発を行う。 

  オ いじめが生徒の心身におよぼす影響、いじめを防止することの重要性やいじめに係る相談等に

ついて、その理解が深まるよう、家庭、地域に対して必要な広報その他の啓発活動を行う。 

 

 (３)いじめへの対処 

  ア いじめに係る通報を受けたとき、複数の教職員による聞き取りを行う。心理、福祉等に関する

専門的な知識を有する者の協力を得る。その他当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると

思われるときは、いじめ防止対策委員会を開き、迅速かつ組織的に事実確認を行い、いじめをや

めさせるとともに、いじめではないとしても生徒とその保護者に事実関係の説明を行い、正しい

理解を図る。また、次の対応等により再発防止に努める。 

   ⅰ いじめを受けた生徒に対する支援並びにその保護者に対する情報提供及び支援 

   ⅱ いじめを行った生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する情報提供及び助言 

   ⅲ 全体（学級、部活動、遊び仲間等）の問題として、生徒への指導 

  イ いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。特

に、事後の注意深い観察、及びいじめを行った生徒、いじめを受けた生徒への定期的な声かけや

面談、その保護者への事後の様子の報告及び、家庭での様子の聞き取り等（月１回）を行う。 

※半年間は続ける。 

  ウ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、直ちに警察への相談・

通報を行う。 

 

 (４)相談の対応 

  ア 生徒及び保護者と信頼関係を構築することにより、相談しやすい環境を整える。 

  イ 教育相談活動の充実を図る。 

ⅰ 三者相談、二者相談の定期開催を行う。 

ⅱ スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを効果的に活用することにより、幅

広い情報収集に努める。 

ⅲ 学校に相談できずに問題が深刻化することを防ぐために、生徒及び保護者に外部相談機関に

関する情報を周知する。 

 

４ 関係緒機関等との連携 

  いじめの問題への対応については、必要に応じて関係機関との適切な連携を図ることが大切とな

る。そのため、平素から警察等の関係機関の担当者との情報交換等をとおして、情報共有体制を構築

しておく。 

 (１)保護者 

      懇談会や三者相談等において、「家庭の役割」について説明するとともに協力を依頼し、連携し



ていじめの対応等を行う関係づくりをする。インターネットを通じて行われるいじめを防止するた

め、携帯電話やＰＣ等については、保護者の責任及び監督で行われるよう協力を呼びかける。 

   また、いじめが起こった場合、速やかに被害生徒と加害生徒それぞれの保護者に連絡し、三者が

連携して適切な対応を行うようにする。 

 

 (２)地域 

      校外における生徒の状況を的確に把握するため、日頃から民生委員、児童委員青少年相談員や地

域住民等と連絡を取り合う。いじめが起こった場合、必要に応じて、裁量を得ながら対応する。ま

た、学校Ｗｅｂや学校だより等による情報発信や地域行事等に参加することにより地域住民との連

携を深める。 

 

 (３)関係機関 

      学校だけの対応では問題を解消することが困難であると判断した場合、教育委員会と連絡を取り

合い、速やかに警察、児童相談所、法務局等の関係機関に相談する。 

   なお、いじめられている生徒の生命または身体の安全が脅かされているような場合、直ちに警察

に通報する。 

 

 (４)その他 

      学校以外の場で起きたいじめの連絡を受けた場合、その団体等の責任者や生徒が在籍する学校と

連携して対応する。 

 

５ 教職員研修の充実 

  いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図るために、全教職員の参加による校

内研修の充実を図る。 

 (１)実践的研修 

      スクールカウンセラーを交えたカウンセリング演習等の実践的な内容をもった校内研修を実施

し、いじめの未然防止、早期発見、早期解消等に向けた技能の習得、向上を図る。特に、若手教員

研修の機会の充実を図る。 

 

 (２)事例研究 

      事例研究をとおして、いじめの早期発見や解消方法等についての理解を深め、いじめの対応の実

践力向上を図る。特に、教職員が一人で抱え込まず、組織で対応するという共通認識を図る。併せ

て、同種のいじめの再発を防止する。 

 

 (３)インターネットを通じて行われるいじめへの対応 

      インターネットを通じて行われるいじめに対応するため、情報モラルやインターネット環境等に

関する研修を行い、教職員全体の理解を深める。 

 

６ 重大事態への対処 

  重大事態とは・・・・法第 28条第１項 



・いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

・いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めると

き。 

・その他、関係機関・関係者が認めるとき。 

 (１)発生報告 

重大事態が発生したときには、教育委員会を通じて速やかにその旨を村長に報告する。 

重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案では、学

校は直ちに警察への相談・通報を行う。その際、警察に相談・通報を行った事案については、

教育委員会と速やかに情報共有を図る。 

 

 (２)実態把握 

      教育委員会と連携の下その事態に対処するとともに、速やかに組織（いじめ防止対策委員会）を

設け、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

 

 (３)被害生徒及び情報提供者保護 

      いじめの被害を受けた生徒の生命または身体の安全を確保するとともに、情報を提供した生徒

を守るための措置を講ずる。 

 

 (４)加害生徒対応 

      いじめの加害生徒に対しては、毅然とした対応でいじめをやめさせるとともに、しっかりと寄り

添い、いじめを繰り返さないよう指導・支援する。 

 

 (５)調査結果報告 

      調査結果については、教育委員会に報告するとともに、被害を受けた生徒と保護者に対し、事

実関係その他の必要な情報を適切に提供することとする。提供に当たっては、他の生徒のプライ

バシー保護に配慮する等適切な方法で行う。 

 

 (６)村長への報告 

      上記調査結果については、教育委員会を通じて、村長に報告する。 

 

 (７)解消と再発防止 

      いじめの被害を受けた生徒に対しては、継続的なケア等、落ち着いて学校生活を送ることがで

きるための支援や、適切な学習に関しての支援等を行う。加害生徒に対しては、適切な指導を行

うとともに継続的に見守り、再発の防止に努める。 

特に、事後の注意深い観察、及びいじめを行った生徒、いじめを受けた生徒への定期的な

声かけや面談、その保護者への事後の様子の報告及び、家庭での様子の聞き取り等（月１回）

を行う。※半年間は続ける。 

 

７ 基本方針の取組の検証・見直し 

    東海南中学校の基本方針に定めるいじめ防止等の取組が実効的に機能しているか、いじめ防止対策



委員会において目標に照らし合わせながら検証し、必要に応じて見直す。 

 

８ いじめ防止に向けた年間計画 

月 主な活動 活動内容 

４ 

校内研修 

学級づくり 

ＰＴＡ総会 

学年・学級懇談 

・学校の基本方針の周知・徹底 

・いじめ防止に向けた学級づくり 

・いじめのない学級づくり（経営方針の徹底） 

・いじめ問題に対する学校の方針の説明 

・学級集団の特性の把握 

・保護者との情報共有 

・構成的グループエンカウンターを取り入れた

学級活動の実践（通年） 

・ケース会議の実施（適宜） 

５ 校内支援委員会 ・個々の児童の共通理解と対応の検討 

６ 
いじめの実態調査 

Q-Uアンケートの実施 

・いじめに関する実態把握 

・学級集団のアセスメント 

７ 

学年・学級懇談 

教育相談 

いじめ防止フォーラム実施 

・保護者との情報共有 

・教育相談の実施（二者相談・三者相談） 

・生徒会主体のいじめ防止に向けた取組 

８ 
Q-Uアンケートの校内研修 ・Q-Uアンケート分析（学級経営への反映・個別

の教育相談） 

９ 
長期休業後アンケート 

学校警察連絡協議会 

・長期休業中の生徒の実態把握 

・警察、地域、各校との情報交換 

10 Q-Uアンケートの実施 ・学級集団のアセスメント 

11 

ＳＯＳの出し方に関する教育 

いじめの実態調査 

・生徒がＳＯＳを出しやすい環境づくり、生徒

への周知、講話等 

・いじめに関する実態把握 

12 

学年・学級懇談 

Q-Uアンケートの校内研修 

 

・保護者との情報共有 

・Q-Uアンケート分析（学級経営への反映・個別

の教育相談） 

 

１ 長期休業後アンケート ・長期休業中の生徒の実態把握 

２ 

各小学校新入生受け入れ懇談会 

学年・学級懇談 

いじめの実態調査 

・各校との情報交換 

・保護者との情報共有 

・いじめに関する実態把握 

３ 

学校警察連絡協議会 

東海村いじめ防止対策委員会 

基本方針の見直し 

・警察、地域、各校との情報交換 

・いじめ防止についての取組について情報交換 

・次年度へ向けた方針・取組の確認 

最終改訂 令和５年３月 24 日 
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